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1. 事業の目的と概要 

 

■事業の目的 

文部科学省に設置されている地震調査研究推進本部（本部長：文部科学大臣）によると、首都直

下地震と南海トラフ地震は今後３０年以内に発生する確率が７０％程度と試算される。２０２１

年１０月にも、東京２３区で東日本大震災以来の震度５強を観測したところであるが、大規模地震

はいつ発生してもおかしくない状況にある。経済産業省は、電気・ガスといったライフラインや、

支援物資を製造・調達する産業界を所管しており、大規模地震をはじめとした自然災害が発生した

際に、経済産業省が業務を継続しかつ災害対応を迅速に行うことは、多くの国民の生命と生活を守

るためにも極めて重要である。 

経済産業省は、電気・ガスといったライフラインや、支援物資を製造・調達する産業界を所管し

ており、大規模地震をはじめとした自然災害が発生した際に、経済産業省が業務を継続しかつ災害

対応を迅速に行うことは、多くの国民の生命と生活を守るためにも極めて重要である。経済産業省

では、実災害の対応に加え、これまで「経済産業省業務継続計画」に基づいた防災訓練を複数回実

施してきており、平時から危機管理・災害対応能力の向上に努めてきたところである。 

本事業では、上記の訓練等を通じて明らかになった課題への対応を確実なものとすべく、首都直

下地震をはじめとした大規模地震が発生した際の優先業務に係る実施体制・動作対応等を確認す

るとともに、経済産業省の業務継続体制をより実効性の高いものとするために包括的な支援を行

うものである。 

 

■事業の概要 

（１）大規模地震を想定したシミュレーション演習型訓練の実施 

・首都直下地震をはじめとした大規模地震発生時における初動対応の実施体制及び動作対応の

確認・検証等を目的としたシミュレーション演習型訓練を経済産業省本省及び経済産業局、産

業保安監督部において実施する（オンライン等で連携し、同時に訓練を実施する）。訓練の実

施時期は、令和４年３月頃（１回）とする。 

・訓練の実施に向け、大臣官房総務課危機管理・災害対策室担当者と調整の上、シナリオの事前

設計や災害時に必要となるマニュアルの整備等を行う。 

・経済産業局及び産業保安監督部における対応、関係省庁や事業者との連携の在り方等について

は、必要に応じてヒアリングを行った上で、現実に即したシナリオを検討・設計する。 

 

（２）経済産業省の危機管理・災害対策の取組における課題の調査・分析、助言等 

・（１）で実施した訓練の結果等を踏まえ、経済産業省の危機管理・災害対策における課題の調

査・分析を行い、改善に向けて必要な助言を行う。 

・その他、経済産業省における災害対応に関する基本的な事項をまとめたマニュアルの作成や基

礎データの整備等の取組を支援する。 
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2.2. 首都直下地震の発生を前提としたシミュレーション演習型訓練の実施概要 

令和４年３月５日に首都直下地震の発生を想定したシミュレーション演習型訓練を実施した。実

施概要は以下の通り。 

 

（１）訓練の目的 

今回の訓練の目的は以下の通り。 

・防災担当官等の意識向上・能力向上 

前回の防災訓練からおよそ３年が経過しており、人事異動等により現防災担当官は全員変

わってしまい、災害対応経験者が少ない。 

・災害対応マニュアル等の基本インフラ整備 

過去の防災訓練で、アクションカード等の緊急時のマニュアルを整備しているが、近年、

大規模な災害が起こっていないため、実際にマニュアルを活用したことが無い。 

・ＩＴツールの活用 

次期基盤システムが１月から稼働。災害時の情報収集・共有・指示等の手段として「Teams」

を活用するが、具体的なシナリオをもとに担当者が操作を習熟していく必要がある。 

 

（２）訓練実施日時 

令和４年３月５日（土） １３：００～１７：００（近畿局・監督部は１２：３０～１７：００） 

・訓練概要説明 

・シミュレーション演習 

‐休日に都心南部直下地震（Ｍ７．３、東京２３区の最大震度６強）が発生した場合を想定

したシミュレーション演習型訓練を行う。 

‐発生する被害等の事象は事前に明かさないブラインド型訓練 

‐発災３０分後から発災３時間後までを再現 

‐発災３０分後に近畿局・監督部の職員が参集し、情報収集を開始。発災１時間後から本省

の職員が本省に参集 

・全体を通しての振り返り（各ＰＴ内で議論） 

・全体を通しての振り返り（各ＰＴから発表） 

・総評・事務局連絡 

なお、訓練当日のタイムスケジュールは、表 ４、表 ５の通り。 
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2.3.2. シミュレーション演習中の参加者の動き 

今回の訓練では、発災から３０分後に近畿局・監督部の職員が近畿局・監督部の庁舎に、発災１

時間後に本省の職員が本省に参集することで設定した。 

シミュレーション演習中の参加者の動きは下記（１）、（２）の通り。（１）、（２）を繰り返し実施

することにより、有事の状況を再現した。シミュレーション演習の実施イメージ、シミュレータへ

の問い合わせ方法、シミュレータとのやり取りのイメージは図 ５、図 ６、図 ７の通り。 

 

（１）参加者への情報付与 

シミュレーション演習が開始すると参加者は各々の場所で、付与された情報（災害時の状況を

リアルに再現したシナリオ）等をもとに、災害時対応を実施した。参加者に対しては下記４種類

の方法にてシナリオの付与を行った。 

 

【シナリオの付与の方法】 

①訓練用スクリーンへの投影（共通シナリオ） 

・メディア情報の内容等、誰でも入手することが可能な情報 

②シナリオデリバラーからメールで送信（個別シナリオ） 

・関係者（他省庁、関係業界等）からの問い合わせなど、個人でしか知り得ない情報 

③他の訓練参加者からの直接会話、電話、Teamsでのやりとり 

・訓練参加者間での報告・指示、情報共有、対応依頼等 

④シミュレータへの質問、指示に対するシミュレータからの回答 

 

（２）対応の決定・指示 

訓練参加者は（１）で入手した情報をもとに対応を決定し、しかるべき者に連絡をする。今回

の演習では、本省、関東局・監督部および近畿局・監督部における連絡方法として表 ６の通り整

理し、参加者に周知した。 
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4. 今回の事業の位置づけと今後の進め方 

今回の事業では、首都直下地震における経済産業省の対応能力強化に向けた課題の整理や各種マ

ニュアル類の整備を行った。首都直下防災担当官や近畿局・監督部（発災直後に本省の業務を代替す

る職員）における対応に加え関東局・監督部を対象とし、「①防災担当官等の意識向上・能力向上」、

「②災害対応マニュアル等の基本インフラ整備」および「③ＩＴツールの活用」を訓練目的として検

討を行った。 

「①防災担当官等の意識向上・能力向上」に関する課題としては、全体での訓練を実施するだけで

はなく、各ＰＴや関東局・監督部または近畿局・監督部において個別の訓練を実施し、個々の対応力

を高めていく必要がある。来年度以降については、年１回の大規模訓練に加えて、各ＰＴや班におい

て、個別にテーマ設定を行い、ディスカッションする等の小規模な訓練を繰り返し実施することも有

効であると考える。また、災害対応を迅速に実施するためには、首都直下防災担当官の基礎知識を向

上させる必要がある。知識習得のためには、訓練に参加するだけではなく、分野別に定期的な研修（電

力研修・石油研修など）を実施するなども有効であると考える。 

「②災害対応マニュアル等の基本インフラ整備」に関する課題としては、マニュアル等の具体化や

対応に必要となる様式の事前準備を実施する必要がある。マニュアルについては、用語集や典型的な

業務内容を追記することで、当該業務に詳しくない首都直下防災担当官でも、班長や他の班員のフォ

ローを受けながら業務を遂行することが期待できる。また、過去の災害対応や業務で使用した様式を

準備することで、首都直下防災担当官が円滑に対応できると考える。 

「③ＩＴツールの活用」に関する課題としては、Teams の導入から期間が短かったことにより、

訓練参加者がしっかりと操作方法や機能を習熟できていなかったため、十分に検証することができ

なかった。ＩＴツールにはそれぞれメリット・デメリットがあり、災害対応においてどのように活用

していくかについてはルールも含め検討していく必要がある。 

今回の訓練を通じて抽出された課題への対応を進めることで、経済産業省における大規模災害へ

の対応能力強化を実現できると考える。 

 


